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神奈川県保健医療計画 進捗状況評価調書 

 

 

 

 

とりまとめ担当課：保健福祉局保健医療部健康増進課 

 

１ 課題に対する平成 27 年度の取組実績 

 

 

 

 

 

（１） 長期療養が必要な児への支援 

 

→養育相談（児の成長発達への支援、日常生活上必要な相談指導）18 回、101 名 

→巡回相談指導事業（家庭等において療育上の課題等について相談指導）64 回、66 名 

→小児慢性特定疾患児ピアカウンセリング事業（養育者の交流会・勉強会等を開催）  

70 回、1,505 名 

（２） 生涯を通じた女性の健康づくりの支援 

 

→個別相談（保健師による電話・面接相談を実施）実数 543 名、延数 603 名 

→専門相談（相談日を設け医師等による面接相談を実施）131 回、実数 109 名、延数 84134

名 

→健康教育（講演会を開催）87 回、5,421 名 

→育児不安、精神疾患、望まない妊娠など、児童虐待のリスクの高い母親などを早期に把握

するため、市町村や産科、小児科の医療機関と連携して、虐待の芽を未然に摘む取組みの

拡充。 ５保健福祉事務所  

（３） 不妊・不育症に悩む人への支援 

 

→個別相談（保健師による電話・面接相談を実施）実数 452 名、延数 492 名 

→専門相談（相談日を設け医師等による面接相談を実施）26 回、実数 110 名、延数 118 名 

→不妊に悩む人への特定治療支援事業の実施 3,939 件、516,985 千円  

（４） 新生児に対する障害の発生予防等のための検査 

 

→生後５～８日目の新生児を対象として、フェニールケトン尿症、メープルシロップ尿症、ホモシ

スチン尿症、先天性甲状腺機能低下症（クレチン症）等を早期に発見、治療することにより障害の発症を

未然に防止するため、タンデムマス法、ＥＬＩＳＡ法等による血液検査を実施した。 検査数 23,594 件  

県域における発見患児数 14 名 

５事業５疾病用 

＜項目＞ 

第７章 保健・医療・福祉をつなぐしくみづくりの推進  

第３節 母子保健対策 
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２ 参考指標の推移 

 

３ 課題ごとの進捗状況の評価 

（１）長期療養が必要な児への支援 

 

（２）生涯を通じた女性の健康づくりの支援 

 

（３）不妊・不育症に悩む人への支援 

取組 

区分 

指標 

区分 
指標名 単位 

神奈川県 
出典等 

H25 年度 H26 年度 H27 年度 

 

 
    

 
  

評価 Ａ ・ Ｂ ・ Ｃ ・ Ｄ 

評価分析 

・個別相談や当事者の交流会を開催し、家族の状況に合った支援を行うこと

で、長期療養が必要な児の成長・発達を促すことができた。 

評価理由 
 長期療養が必要な児の個別相談、交流会等の開催を随時実施しており、課題

解決に向けて比較的順調に進捗している。 

今後の取組み

の方向性 

・平成 27年度に引き続き、家族の状況に合わせた支援を行う。 

評価 Ａ ・ Ｂ ・ Ｃ ・ Ｄ 

評価分析 

・思春期から更年期の女性を対象とした相談や講演会を開催し、各自の状況に

合った心身の健康の保持・増進が図られた。 

評価理由 
 様々な年齢の女性を対象とした個別相談、講演会を随時開催しており、課題

解決に向けて比較的順調に進捗している。 

今後の取組み

の方向性 

・思春期から、妊娠・出産には適した時期がある等、正しい知識の普及啓発に

力を入れる。 

評価 Ａ ・ Ｂ ・ Ｃ ・ Ｄ 

評価分析 

・子どもを望んでいる不妊・不育に悩む男女を対象に治療等に関する相談を行

い、各自の状況に応じた自己決定を支援することができた。また、年々申請者

が増加傾向にある中、特定不妊治療を行う方々の経済的負担を軽減するため、

助成を行った。 

評価理由 
 不妊・不育症に悩む男女を対象とした相談に適宜対応し、課題解決に向けて

順調に進捗している。 

今後の取組み

の方向性 

・平成 27年度に引き続き、専門医等による相談支援を行う。 
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（４）新生児に対する障害の発生予防等のための検査 

 

４ 総合評価 

 

評価 評価理由 

Ｂ 
 晩婚化や出産の高齢化等を背景として課題となっている、不妊・不育症に悩む

方への支援や新生児への先天性代謝異常等検査など、現状の課題を踏まえ順調に

進捗している。  

 

５ 特記事項 

 

 

 

 

 

 

 

評価 Ａ ・ Ｂ ・ Ｃ ・ Ｄ 

評価分析 

・発症前であれば治療や障害の予防が可能であるが、発症後は重篤な障害や生

命の危険がある先天的な疾患の検査を行うものであり、ほぼ 100％の対象新生

児を対象に検査を実施し、早期発見、治療等につなげた。 

評価理由 

 平成 23 年度に検査手法にタンデムマス法を導入し、対象疾患を拡充（６→

19）し、また、発見した患児を的確に治療するための体制を整備し（精査中核

病院と地域協力病院）、早期発見、治療等につなげるなど、課題解決に向けて

順調に進捗している。 

今後の取組み

の方向性 

・平成 27 年度に引き続き、先天性代謝異常等検査により、早期発見、治療等

につなげていく。 

 

 

 

 

 


